
シンポジウム第

I
部基調講演

「鞠
智
城
と
古
代
の
西
海
道
」

笛
山
晴
生
(

東京大学名誉教授

)
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講
演
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

笹
山
贴
生
-

さ
さ
や
ま
は
る
お
)

東
京
大
学
文
学
部
国
史
学
科
卒
業。
束
京
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
修
了。

名
古
屋
大
学
講
師、
名
古
屋
大
学
助
教
授、
東
京
大
学
教
獲
学
部
助
教
授、
東
京
大
学
文
学
部
助
教
授
を
経
て、
東
京
大
学
文
学
部
教
授
と
な
る。
一
九
九
三
年、
定 

年
退
官
後、
学
習
院
大
学
文
学
部
史
学
科
教
授
も
務
め
る。
東
京
大
学
名
普
教
授。
専
門
は、
日
本
古
代
史。
文
学
博
士。

主
な
著
畨
に、
『古
代
国
家
と
軍
隊
〜
皇
簞
と
私
兵
の
系
譜
〜』
講
談
社
学
術
文
廊
ニ
〇
〇
四
(

中
公
新
蛊
と
し
て
は
ー
九
七
五
)、

『日
本
古
代
史
講
義』
東
京
大
学 

出
版
会
一
九
七
七、
『日
本
古
代
衛
府
制
度
の
研
究』
東
京
大
学
出
版
会
一
九
九
五
な
ど、
著
害
•

論
文
多
数。
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鞠
智
城
と
古
代
の
西
海
道

笹山
晴生

は
じ
め
に

鞠
智
城
は
七
世
紀
に
つ
く
ら
れ
た
朝
鮮
式
山
城
で、
福
岡
県
の
大
野
城、

佐
賀
県
の
基
肄
城、
対
馬
の
金
田
城
な
ど
と
並
ぶ
存
在
で
あ
る。
設
置
の
時 

期
は
明
ら
か
で
な
い
が、文
武
天
皇
ニ

(

六
九
八
)

年
条
の
『続
日
本
紀』
に、

大
宰
府
に
命
じ
て
大
野

•
基
肄
•

鞠
智
三
城
を
修
繕
さ
せ
る
と
あ
る
の
が
文 

献
上
の
初
見
で
あ
る。
そ
の
後
平
安
時
代
の
初
め、
天
安
二

(

八
五
八
)

年 

条
の
『日
本
文
徳
天
皇
実
録』
に、
大
宰
府
か
ら
の
報
告
と
し
て、
五
月
に 

肥
後
国
で
暴
風
雨
が
あ
り、
菊
池
城
院
の
兵
庫

(

武
器
庫
)

の
鼓
が
ひ
と
り 

で
に
鳴
り、同
城
の
不
動
倉

(

榖
を
貯
え
て
お
く
倉

)
十
一
宇
も
火
災
に
あ
つ 

た
と
い
ぅ
こ
と
が
見
え
て
い
る。
こ
の
ほ
か
九
世
紀
の
史
料
に
「肥
後
国
菊 

池
郡
城
院
兵
庫」

(
日
本
三
代
実
録
元
慶
三
年
三
月
十
六
日
条

)、
「菊
池
郡 

倉
舎」
(

同
貞
観
十
七
年
六
月
二
十
日
条

)
な
ど
と
見
え
る
の
も、
み
な
同 

じ
兵
庫
や
不
動
倉
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る。
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鞠
智
城
の
跡
は
熊
本
県
の
北
部、
菊
池
市

•
山
鹿
市
に
あ
り、
平
成
十
六

(
ニ
oo

四
)

年、
「鞠
智
城
跡」
と
し 

て
史
跡
に
指
定
さ
れ
た。
近
年
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
土
塁
や
石
垣、
城
門

•
倉
庫
•

官
衙
施
設
な
ど
の
遺
構
が
次
 々

に
発
見
さ
れ、
全
体
の
構
造
が
明
ら
か
に
さ
れ、
整
備
も
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る。
そ
の
結
果、
今
ま
で
数
少
な
い
文
献 

に
よ
っ
て
し
か
推
測
し
え
な
か
っ
た
鞠
智
城
の
性
格
が
し
だ
い
に
明
ら
か
と
な
り、
そ
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
も

あ
ら 

た
め
て
問
題
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た。

鞠
智
城
の
歴
史
的
な
意
義
を
正
し
く
捉
え
る
た
め
に
は、
鞠
智
城
が
設
置
さ
れ
た
当
時
の
歴
史
的
な
状
況
に
つ
い 

て、
九
州=

西
海
道
全
体
の
広
い
視
野
か
ら
見
て
み
る
必
要
が
あ
る。

I  
鞠
智
城
の
地
理
的
位
置

菊
池
の
地
は
古
代
律
令
制
の
も
と
で
は
肥
後
国
菊
池
郡
に
属
し、
古
く
は
「く
く
ち」
と
訓
ま
れ
た
ら
し
い。
鞠
智 

城
の
跡
に
立
っ
て
望
む
と、
東
に
は
阿
蘇
の
山
並
み
が
連
な
り、
南
か
ら
西
に
か
け
て
は
広
大
な
熊
本
平
野
が
広
が
る。 

西
は
遙
か、
有
明
海
を
隔
て
て
雲
仙
を
望
む
こ
と
が
で
き
る。

谷
を
刻
ん
で
西
に
流
れ
る
の
が
菊
池
川
で、
玉
名
で
有
明
海
に
注
ぐ。
こ
の
菊
池
川
は、
古
代
に
お
け
る
朝
鮮

•
中 

国
か
ら
の
文
化
輸
入
の
一
つ
の
経
路
で
あ
っ
た。
玉
名
郡
の
江
田
船
山
古
墳
出
土
の
大
刀
の
銘
に
は、
五
世
紀
後
半
の 

倭
王
武
(

雄
略
天
皇
)

と
推
定
さ
れ
る
「獲
加
多
支
鹵
大
王」

(

わ
か
た
け
る
の
お
お
き
み

)
の
名
が
見
え、
倭
の
五 

王
時
代
に
こ
の
地
の
豪
族
が
倭
政
権
と
関
わ
り
を

も
っ
て
い
つ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る。
こ
の
地
域
に
は
ま
た、
山 

鹿
市
の
チ
ブ
サ
ン
古
墳
な
ど
多
く
の
装
飾
古
墳
も
見
ら
れ、
独
自
の
文
化
の
様
相
を
示
し
て
い
る。

玉
名
か
ら
菊
池
に
か
け
て
の
地
域
は、
九
州
の
北
部
か
ら
中
部

•
南
部
へ
と
至
る
陸
上
交
通
の
要
地
で
も
あ
っ
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た。
律
令
時
代
の
官
道
で
あ
る
駅
路
は、
太
宰
府
か
ら
筑
後
国
を
経
て
こ
の
地
に
至
り、
熊
本
平
野
に
入
っ
て、
東
方、 

阿
蘇
を
経
て
豊
後
国
に
至
る
道、
西
方、
有
明
海
を
渡
っ
て
肥
前
国
に
至
る
道
を
分
け、
さ
ら
に
南
下
し
て
葦
北

•
球 

磨
な
ど
を
経
て
薩
摩

•
日
向
へ
と
向
か
っ
て
い
た

(

第
〇
参
照
)。

阿
蘇
に
は
阿
蘇
山
を
神
と
し
て
祀
る
阿
蘇
国
造
が 

お
り、
葦
北
の
地
に
は
有
明
海
を
通
じ
て
海
外
と
も
交
渉
を
行
っ
て
い
た
火
葦
北
国
造
が
い
て、
と
も
に
律
令
制
成
立 

以
前
に
は、
在
地
に
大
き
な
勢
力
を
有
し
て
い
た。
火
葦
北
国
造
阿
利
斯
登

(

あ
り
し
と
)

の
子
日
羅
は
百
済
の
王
朝 

に
仕
え
て
達
率
と
い
う
高
位
を
得
た
人
で
あ
り

(
日
本
書
記
敏
達
十
二
年
是
歳
条

)、
ま
た
推
古
十
七

(

六
〇
九
)

年 

に
は
百
済
の
僧
俗
八
十
五
人
を
乗
せ
た
船
が
葦
北
律
に
漂
着
し
て
い
て、
葦
北
の
地
が
大
陸
と
の
文
化
的
な
交
渉
の
上 

で
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
地
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る。
鞠
智
城
の
地
は、
こ
れ
ら
肥
後
の
諸
地
域
を
押
さ
え
る
重
要
な 

役
割
を
も
つ
地
で
あ
っ
た。

七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
律
令
国
家
が
成
立
す
る
と、
九
州
南
部
の
日
向

•
大
隅
•

薩
摩
か
ら
多
襯

•
屋 

久
•

奄
美
な
ど
薩
南
諸
島
へ
と
律
令
制
的
支
配
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
国
家
の
大
き
な
課
題
と
な
っ
た。
肥
後
国
は
こ 

う
し
た
政
略
を
進
め
て
い
く
上
で
の
基
点
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る。
薩
摩
国
や
日
向
国
の
郷
名 

に
合
志
.

飽
田
•

宇
土
•

山
鹿
•

八
代
な
ど
肥
後
国
の
郡
名
を
冠
し
た
も
の
の
多
い
こ
と
は、
肥
後
国
か
ら
多
く
の
人
 々

が
こ
れ
ら
の
地
に
移
住
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う。

鞠
智
城
は
七
世
紀
後
半
の
朝
鮮
式
山
城
で、
大
野
城
や
基
肄
城
と
同
様、
唐

•
新
羅
の
進
攻
に
備
え
る
た
め
の
防
衛 

施
設
で
あ
っ
た。
そ
れ
ら
の
中
で
も
っ
と
も
南
に
位
置
す
る
鞠
智
城
は、
お
そ
ら
く
有
明
海
沿
岸
か
ら
の
進
攻
に
備
え 

て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う。
し
か
し
鞠
智
城
は
ま
た、
九
州
中
部

•

南
部
へ
の
交
通
の
要
衝
に
位
置
す
る
城
で
あ
り、 

こ
と
に
八
世
紀
以
降
に
は、
肥
後
国
の
政
治

•
軍
事
を
支
え、
九
州
南
部
へ
の
律
令
制
支
配
の
拡
大
を
進
め
る
と
い
う
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役
割
を
担
う
存
在
に
も
な
つ
て
い
た。
そ
の
こ
と
が
八
〜
九
世
紀
を
通
じ
て
鞠
智
城
が
存
在
し、
軍
事
施
設
と
し
て
の 

役
割
を
果
た
し
続
け
た
理
由
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る。

《葦
北
出
土
の
駅
制
関
連
木
簡

9
》

平
成
十
九
(

ニ
〇
〇
七
)

年
十
二
月、
熊
本
県
葦
北
郡
芦
北
町
の
花
岡
木
崎
遺
跡
か
ら
古
代
の
木
簡
ニ
点
が
出
土
し 

た。
熊
本
県
教
育
庁
文
化
課
の
調
査
に
よ
る
も
の
で、
南
九
州
西
回
り
自
動
車
道
芦
北
イ
ン
タ
ー
チ

H

ン
ジ
建
設
事
業 

に
伴
う
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
中、
井
戸
の
底
か
ら
出
土
し、
そ
の
年
代
は
共
伴
す
る
土
器
か
ら
八
世
紀
末
〜
九
世
紀 

初
頭
と
推
定
さ
れ
る
と
い
う。
『木
簡
研
究』
三
一
号
に
載
せ
る
宮
崎
敬
士
の
報
告
書
に
よ
れ
ば、
そ
の
釈
文
は
左
の 

通
り
で
あ
る。

(
一
号
木
簡
)「 X

□
於
佐
色
□
□
□
ロ」

(
二
号
木
簡
)「 X

発
向
路
次
駅

□
等X

J

文
中
の
「佐
色」
は
肥
後
国
の
駅
名
で
あ
る。
延
長
五

(

九
ニ
七
)

年
奏
進
の
『延
喜
式』
兵
部
式
に
肥
後
国
「佐 

敷
(

佐
色
)

」
駅
が
あ
り、
駅
馬
五
疋

•
伝
馬
五
疋
を
置
く
と
定
め
て
い
る。
所
在
地
は
現
在
の
芦
北
町
佐
敷
と
推
定 

さ
れ
て
お
り、
木
簡
の
出
土
地
点
に
近
く、
こ
の
遺
跡
は
佐
敷
駅
家
と
関
連
す
る
遗
跡
で
あ
る
可
能
性
が
高
い。
西
海 

道
(

西
海
道
西
路

)
は
こ
の
駅
の
南
で、
水
俣
を
経
由
し
て
薩
摩
国
府
に
至
る
道
と、
大
隅

•
日
向
方
面
に
向
か
う
支 

路
の
二
手
に
分
か
れ
る
と
推
定
さ
れ
て
お
り、
こ
こ
が
九
州
自
動
車
道
と
南
九
州
西
回
り
自
動
車
道
と
の
分
岐
点
に
当 

た
つ
て
い
る
こ
と
と
符
合
し
て
興
味
深
い。

r

路
次
駅」
の
文
言
か
ら
す
る
と、
目
的
地
に
至
る
路
次
の
各
駅
に
あ
て、 

官
人
へ
の
供
給
を
要
請
す
る
た
め
に
官
人
に
携
行
さ
せ
た
文
書
木
簡
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る。
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図4熊本県花岡木崎遗跡出土木簡

ニ
七
世
紀
の
日
本
と
鞠
智
城
の
設
置

古
代
山
城
と
し
て
の
鞠
智
城
の
設
置
は、
七
世
紀
の
東
ア
ジ
ア

.
日
本
(

倭
国
)

の
情
勢
と
深
く
関
係
し
て
い
る。 

こ
こ
で
は
そ
の
歴
史
的
な
動
き
に
つ
い
て
見
て
み
る

こ
と
と

し
よ
ぅ。

七
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
は、
大
き
な
動
乱
の
時
代
を
迎
え
て
い
た。
中
国
で
は
六
世
紀
末
の
隋
に
よ
っ
て
南
北
両
朝
が

75



再
統
一
さ
れ、
七
世
紀
に
は
隋
の
あ
と
を
受
け
た
唐
の
帝
国
が
め
ざ
ま
し
い
発
展
を
遂
げ
て、
周
辺
諸
国
に
大
き
な
威 

圧
を
与
え
た。
そ
れ
に
対
し
て、
朝
鮮
半
島
で
は
高
句
麗

•
百
済
.

新
羅
の
三
国
が
そ
れ
ぞ
れ
に
権
力
の
強
化
を
は
か 

り、
相
互
に
激
し
く
対
立
し
た。

高
句
麗
•

百
済
に
よ
る
侵
略
に
苦
し
ん
だ
新
羅
は
唐
と
連
携
し、
斉
明
六

(

六
六
〇
)

年、
将
軍
蘇
定
方
の
率
い
る 

水
陸
十
万
の
唐
軍
は、
新
羅
軍
と
連
合
し
て
百
済
を
攻
搫
し
た。
百
済
の
王
都
泗
沘
城
は
陥
落
し、
義
慈
王
は
逃
れ
て 

旧
都
熊
津
城
に
拠
っ
た
が
こ
こ
も
陥
落
し、
国
王

.
太
子
ら
は
捕
ら
え
ら
れ
て
唐
に
送
ら
れ、
百
済
は
滅
亡
し
た。

し
か
し
百
済
の
故
地
で
は、
そ
の
後
も
鬼
室
福
信
ら
の
遺
臣
が
任
存
山
城
な
ど
に
拠
っ
て
唐
軍
に
抵
抗
し
た。
福
信 

は
倭
国
に
軍
事
援
助
を
求
め
る
と
と
も
に、
倭
に
あ
っ
た
王
子
扶
余
豊

(

豊
璋
)

を
迎
え
て
国
王
と
す
る
こ
と
を
乞
ぅ 

た。
朝
廷
は
遺
臣
の
反
乱
を
援
助
す
る
こ
と
に
決
し、
斉
明
天
皇

•
皇
太
子
中
大
兄
皇
子
ら
は
九
州
に
赴
き、
天
智
元 

(

六
六
ニ
)

年
に
は
阿
暴
比
羅
夫

•
阿
部
比
羅
夫
ら
を
将
と
す
る
大
軍
を
朝
鮮
に
送
り、
軍
需
品
を
援
助
し
た。
し
か 

し
天
智
ニ
(

六
六
三
)

年
八
月、
倭
の
水
軍
は
劉
仁
軌
ら
の
率
い
る
唐
の
水
軍
と
白
村
江
に
決
戦
し、
兵
船
四
〇
〇
艘 

を
焼
か
れ
る
決
定
的
な
敗
北
を
喫
し
た。
倭
軍
は
百
済
の
王
族

•
貴
族
ら
を
伴
っ
て
帰
還
し、
朝
鮮
の
動
乱
へ
の
軍
事 

的
な
介
入
は
完
全
に
失
敗
に
帰
し
た。

白
村
江
の
敗
戦
後、天
智
天
皇
の
朝
廷
は、唐

•

新
羅
の
侵
攻
に
備
え、西
辺
の
防
備
を
強
化
す
る
た
め
の
施
策
を
次
 々

に
実
施
し
た。
天
智
三

(

六
六
四
)

年
以
降、
朝
廷
は
最
前
線
に
あ
た
る
対
馬

•
荖
岐
に
防
人
と
烽
と
を
置
い
て
敵
襲 

に
備
え、
大
宰
府
の
前
面
に
は
防
御
施
設
と
し
て
の
水
城
を
築
い
た。
太
宰
府
に
近
接
す
る
大
野

•

基
肄
ニ
城
の
ほ
か、 

対
馬
の
金
田
城、
長
門、
讃
岐
の
屋
島、
大
和

.
河
内
国
境
の
高
安
城
な
ど、
大
和
に
達
す
る
行
路
の
要
衝
に
も
城
を 

築
い
た。
こ
れ
ら
西
日
本
の
城
は、
大
野
城

•
基
肄
城
な
ど
の
遺
跡
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
ぅ
に、
山
頂
の
周
囲
に
土
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九州歴史資料館編2009『水城跡』より転載

盌
を
め
ぐ
ら
し、
谷
間
を
石
垣
で
埋
め、
一 

水
門
を
設
け、
内
部
に
は
倉
庫
な
ど
の

1

 

礎
石
建
物
を
配
置
し
た
朝
鮮
式
の
山
城 

で
あ
つ
た。
九
州
北
部
を
中
心
に
分
布

. 

す
る、
山
腹
や
丘
陵
に
数
キ
ロ
メ
ー
ト 

ル
に
わ
た
つ
て
切
石
の
列
を
め
ぐ
ら
す 

い
わ
ゆ
る
神
籠
石
も、
や
は
り
こ
の
時 

期
に
造
ら
れ
た
防
衛
施
設
で
あ
ろ
う。

こ
れ
ら
の
防
衛
施
設
の
築
造
を
指 

導
し
た
の
は、
白
村
江
の
戦
い
の
の
ち 

倭
国
に
亡
命
し
て
き
た、
兵
法
に
詳
し 

い
百
済
の
王
族

•
貴
族
で
あ
っ
た。
天 

智
四
(

六
六
五
)

年、
大
野
城

•
基
肄 

城
を
造
る
た
め
に
筑
紫
に
派

|
3
さ
れ
た， 

の
は
憶
礼
福
留

•
四
比
福
夫
と
い
う
二
心 

人
の
百
済
人
で
あ
つ
た
が、
こ
の
う
ち

I 

憶
礼
福
留
に
つ
い
て
は、
『日
本
書
紀

』j

 

天
智
十
年
正
月
条
に、
「兵
法
に
閑
へ

_

77



図6福岡県御所ヶ谷神籠石
行桔市教育委員会2006『史跡御所ヶ谷神蘸石I』より転載
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り」
と
記
さ
れ
て
い
る。
百
済
の
王
族

•
貴
族
は、
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
も、
集
団
的
な
用
兵
や
戦
闘
の
指
揮
な
ど、
各 

方
面
に
そ
の
能
力
を
発
揮
し、
天
智
朝
の
軍
事
的
諸
施
策
を
指
導
し
た
と
思
わ
れ
る。

大
野
城
や
基
肄
城
の
場
合
と
は
異
な
り、
鞠
智
城
に
つ
い
て
は
『日
本
書
紀』
に
築
城
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
な 

い。
し
か
し
発
掘
調
査
に
よ
れ
ば、
鞠
智
城
は
ま
さ
し
く
大
野
城

•
基
肄
城
な
ど
と
共
通
す
る
朝
鮮
式
山
城
と
し
て
の 

特
徴
を
備
え
て
い
る。
平
成
二
十

(
ニ
〇
〇
八
)

年
度
の
発
掘
調
査
で、
貯
水
池
跡
か
ら

7
世
紀
後
半
と
推
定
さ
れ
る 

青
銅
製
の
百
済
系
菩
薩
立
像
が
出
土
し
た
こ
と
は、
鞠
智
城
の
築
造
に
も
百
済
人
の
技
術
者
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を 

示
唆
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か。

三
西
海
道
の
行
政

.
軍
事
と
鞠
智
城

鞠
智
城
の
築
造
は、
七
世
紀
後
半
の
東
ア
ジ
ア
の
緊
迫
し
た
情
勢
の
中
で
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が、
そ
の
後
東 

ア
ジ
ア
の
情
勢
は、
唐

•
新
羅
•

日
本
の
関
係
と
し
て
し
だ
い
に
安
定
の
方
向
へ
と
向
か
っ
た。
国
内
で
は
六
七
ニ
年 

の
壬
申
の
大
乱
後、
乱
に
勝
利
し
た
天
武
天
皇
に
よ
っ
て
中
央
集
権
国
家
の
建
設
が
強
力
に
推
進
さ
れ、
大
宝
元

(

七 

〇
一
)

年
に
は
国
家
制
度
の
基
本
を
定
め
た
大
宝
律
令
が
制
定
さ
れ
た。

律
令
制
の
も
と
で、
九
州
卩
西
海
道
の
行
政
は
大
宰
府
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
た。
西
海
道
で
は
他
の
諸
道
と
は
異
な 

り、
大
宰
府
に
よ
る
強
力
な
権
力
集
中
の
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
た
の
で
あ
る。
大
宰
府
は
外
交

•

軍
事
に
も
携
わ
り、 

財
政
の
面
で
も、
西
海
道
諸
国
の
調
庸
は
す
べ
て
太
宰
府
に
集
積
さ
れ、
そ
の
一
部
が
都
に
貢
上
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ 

て
い
た。

西
海
道
に
は、
太
宰
府
を
中
心
と
す
る
交
通

•
通
信
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
て
い
た。
西
海
道
の
駅
路
は
大
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宰
府
を
中
心
に
諸
方
面
に
向
か
ぅ
形
で
形
成
さ
れ、
駅
路
に
沿
っ
て
駅
家
の
ほ
か、
郡
家
や
諸
官
衙
施
設
が
計
画
的
に 

配
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る。

情
報
伝
達
の
手
段
と
し
て
は、
烽
が
各
所
に
設
置
さ
れ
た。
烽
は
敵
の
襲
来
や
外
国
使
臣
の
到
着
な
ど
の
情
報
を
速 

達
す
る
た
め
の
通
信
シ
ス
テ
ム
で、
天
智
天
皇
三

(

六
六
四
)

年、
防
人
と
と
も
に
対
馬

•

春
岐
•

筑
紫
に
設
置
さ
れ
た。 

律
令
制
で
は
四
十
里

(

約
十
八
キ
ロ

)
ご
と
に
設
置
さ
れ、昼
は
煙、夜
は
火
を
上
げ
て
合
図
を
送
っ
た。
『続
日
本
紀』 

に
よ
れ
ば、
天
平
十
二

(

七
四
〇
)

年
の
大
宰
小
弍
藤
原
広
嗣
の
乱
に
あ
た
り、
広
嗣
は
烽
火
を
挙
げ
て
国
内
の
兵
を 

集
め
た
と
い
ぅ。
大
宰
府
管
内
の
烽
は、諸
国
の
烽
が
延
暦
十
八

(

七
九
九
)

年
に
停
廃
さ
れ
た
後
も
な
お
存
続
し
た。

烽
は
見
晴
ら
し
の
き
く
山
頂
な
ど
に
設
置
さ
れ
る。
ま
た
「火
の
山」
「日
の
隈
山」
な
ど
の
遺
称
が
存
在
す
る
こ 

と
か
ら、そ
の
所
在
地
を
推
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る。
天
平
五

(

七
三
三
)

年
編
籙
の
『出
雲
国
風
土
記』
に
は、 

各
郡
に
設
置
さ
れ
た
烽
の
名
称
と
そ
の
位
置
と
が
記
載
さ
れ
て
お
り、
豊
後

•
肥
前
ニ
国
の
『風
土
記』
に
も、
烽
の 

総
数
と
郡
ご
と
の
数
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る。
肥
前
国

(

佐
賀
県
•

長
崎
県
)

で
は、現
地
調
査
や
地
名
の
研
究
に
よ
っ 

て、
烽
の
所
在
地
や
国
府

•
基
肄
城
に
至
る
情
報
伝
達
の
ル
ー
ト
の
推
測
が
な
さ
れ
て
い
る。
鞠
智
城
に
お
い
て
も
付 

近
に
「火
の
岡
山」
が
あ
り、
や
は
り
情
報
伝
達
の
シ
ス
テ
ム
の
中
に
組
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る。

西
海
道
防
衛
の
た
め
の
軍
事
力
と
し
て
は、
ま
ず
防
人
が
挙
げ
ら
れ
る。
防
人
は
白
村
江
の
戦
い
の
直
後、
天
智
天 

皇
三
(

六
六
四
)

年
に
対
馬
•

春
岐
.

筑
紫
に
設
置
さ
れ
た。
律
令
制
の
も
と
で
の
防
人
は
諸
国
軍
団
兵
士
の
中
か
ら 

選
抜
さ
れ、
三
年
交
替
で
筑
紫
に
派
遣
さ
れ
た。
そ
の
数
は
ニ
〇
〇
〇
人
か
ら
三
〇
〇
〇
人
に
及
ん
だ
と
推
測
さ
れ
る。

八
世
紀
を
通
じ、
防
人
の
ほ
と
ん
ど
は
東
国

=

中
部
.

関
東
地
方
出
身
の
兵
士
で
あ
っ
た。
東
国
の
兵
士
は
そ
の
勇 

敢
さ
を
買
わ
れ、
鎮
兵
と
し
て
東
北
の
戦
乱
の
鎮
圧
に
も
動
員
さ
れ
た
か
ら、
そ
の
負
担
は
大
き
く、
八
世
紀
の
後
半
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に
は
防
人
制
の
維
持
は
し
だ
い
に
困
難
に
な
っ
た。
天
平
宝
字
元

(

七
五
七
)

年、
東
国
防
人
は
停
止
さ
れ、
西
海
道 

七
国
の
兵
士

一

〇
〇
〇
人
が
替
わ
っ
て
辺
防
の
任
に
当
た
る
こ
と
と
な
っ
た。
そ
の
後
も
東
国
防
人
は
太
宰
府
の
数
度 

の
要
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
復
活
さ
れ
ず、
大
宰
官
内
に
残
留
し
て
い
る
防
人
を
徴
発
す
る
な
ど
の
対
応
が
行
わ
れ
た
の 

み
で
あ
っ
た。
延
暦
十
四

(

七
九
五
)

年、
害
岐
.

対
馬
を
除
い
て
防
人
は
廃
止
さ
れ、
同
二
十
三

(

八
〇
四
)

年
に 

は
舂
岐
の
防
人
も
廃
止
さ
れ
て
い
る。

防
人
が
ど
こ
に
配
置
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は、
詳
し
く
は
分
か
ら
な
い。
サ
キ
モ
リ
は
「前
守」
「崎
守」
の
意
味 

で
あ
り、
最
前
線
の
海
岸
を
守
衛
す
る
の
が
本
来
の
任
務
で
あ
っ
て、
そ
れ
は
天
智
三

(

六
六
四
)

年
に
対
馬
.

荖
岐 

に
最
初
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る。
防
人
が
最
後
ま
で
配
置
さ
れ
て
い
た
の
も
対
馬
で
あ
っ
た。
佐
賀
県 

唐
津
市
の
中
原
遺
跡
か
ら
近
年
出
土
し
た
木
簡
に
「甲
斐
国
〔津
〕
戌
〔人
〕」
と
あ
る
の
は、
甲
斐
国
出
身
の
防
人 

が
肥
前
国
の
港
湾
の
守
衛
に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ、
防
人
配
置
の
具
体
例
を
示
す
も
の
と
し 

て
貴
重
で
あ
る。

鞠
智
城
に
防
人
が
配
備
さ
れ
て
い
た
か
ど
ぅ
か。
七
世
紀
後
半
の
築
城
当
時
に
は
配
備
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る 

が、
本
来
の
防
人
の
任
務
か
ら
見
て、
ま
た
防
人
制
の
維
持
が
し
だ
い
に
困
難
に
な
っ
て
い
っ
た
情
勢
か
ら
考
え
て、 

八
世
紀
以
降
の
鞠
智
城
守
備
の
武
力
の
主
体
は
防
人
で
は
な
く、
西
海
道
出
身
の
軍
団
兵
士
と
見
る
の
が
妥
当
な
よ
ぅ 

に
思
わ
れ
る。

軍
団
の
兵
士
は
律
令
制
国
家
の
武
力
の
主
体
で
あ
っ
た。
二
十
歳
以
上
の
男
子
を
一
戸
か
ら
三
人
に
一
人
の
割
合
で 

兵
士
に
徴
発
し、
近
く
の
軍
団
に
勤
務
さ
せ
る
も
の
で、
一
軍
団
に
は
普
通
一
〇
〇
〇
人
の
兵
士
が
所
属
し
て
い
た。

西
海
道
に
つ
い
て
は、
『類
聚
三
代
格』
所
載
の
弘
仁
四

(

八
一
三
)

年
八
月
九
日
の
太
政
官
符
に
よ
っ
て、
当
時
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筑
前
•

筑
後
•

豊
前
•

豊
後
•

肥
前
•

肥
後
計
六
国
に
十
八
の
軍
団
が
あ
り、
一万
七
一
〇
〇
人
の
兵
士
が
所
属
し
て 

い
た
こ
と
が
分
か
る。
軍
団
兵
士
の
定
数
は
奈
良
時
代
の
養
老
三

(

七
一
九
)

年
に
削
減
さ
れ
て
い
る
か
ら、
お
そ
ら 

く
軍
団
数
十
八、
兵
士
一
万
八
〇
〇
〇
人
と
い
う
の
が
西
海
道
の
本
来
の
姿
で
あ
ろ
う。
天
平
十
二

(

七
四
〇
)

年の 

藤
原
広
嗣
の
乱
に
あ
た
り、
朝
廷
は
東
海

•
東
山
.

山
陰
•

山
陽
•

南
海
五
道
の
兵
一
万
七
〇
〇
〇
人
を
徴
発
し
て
い 

る
が、
こ
れ
は
広
嗣
が
動
員
す
る
で
あ
ろ
う
大
宰
管
内
の
兵
士
の
数
を
考
慮
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る。

西
海
道
の
具
体
的
な
軍
団
名
と
し
て
は、
遠
賀

(

筑
前
)
•

御
笠
(

同
)
•

基
肄
(

肥
前
)
•

益
城
(

肥
後
)

各
団
の 

名
が
諸
史
料
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る。
福
岡
県
太
宰
府
市
か
ら
は
「遠
賀
団
印」
「御
笠
団
印」
の
印
面
を
も
つ
印
が
出 

土
し
た。
ま
た
肥
後
国
益
城
団
の
名
は、
昭
和
五
十
九

(
一
九
八
四
)

年
に
平
城
宮
跡
か
ら
出
土
し
た
「肥
後
国
第
三 

益
城
軍
団
養
老
七
年
兵
士
歴
名
帳」
と
書
か
れ
た
木
簡

(

題
籤
軸
)

に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る。

鞠
智
城
と
軍
団
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
か。
筑
前
国
の
御
笠
団
に
つ
い
て
は
大
野
城、 

肥
前
国
の
基
肄
団
に
つ
い
て
は
基
肄
城
と
の
関
係
が
そ
れ
ぞ
れ
考
え
ら
れ
る。
こ
れ
ら
山
城
付
近
の
軍
団
に
所
属
す
る 

兵
士
は、
日
ご
ろ
軍
団
で
訓
練
を
積
む
と
と
も
に、
番
を
作
っ
て
城
の
警
衛
に
当
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う。
そ
れ
か
ら
類 

推
す
れ
ば、
鞠
智
城
の
場
合
に
も、
付
近
に
軍
団
が
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る。
前
掲
の
弘
仁

4

年
太
政
官
符
に
よ 

れ
ば
肥
後
国
の
軍
団
数
は
四
で
あ
り、平
城
宮
跡
出
土
木
簡
に
は
「肥
後
国
第
三
益
城
軍
団」
と
あ
る
の
で
あ
る
か
ら、 

肥
後
国
北
部
の
玉
名

•
山
鹿
•

菊
池
三
郡
の
ど
こ
か
に、
少
な
く
と
も
一
つ
の
軍
団
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ 

れ
る。こ

れ
ら
の
軍
団
は、
兵
士
を
率
い
て
交
替
で
鞠
智
城
に
勤
務
し、
そ
の
守
衛
に
当
た
っ
た
ほ
か、
国
司
の
も
と
で
さ 

ま
ざ
ま
な
任
務
に
従
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。
『日
本
紀
略』
弘
仁
四

(

八
一
三
)

年
三
月
辛
未
条
で、
肥
前
国
基
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肄
団
の
校
尉
が
五
島
に
来
着
し
た
新
羅
人
を
捕
ら
え
る
仕
事
に
当
た
っ
て
い
る
の
は、
そ
の
一
つ
の
例
で
あ
ろ
う。

《平
城
宮
跡
出
土
の
肥
後
国
軍
団
関
係
の
木
簡
》

昭
和
五
十
九

(
一
九
八
四
)

年、
平
城
宮
跡
か
ら
「肥
後
国
第
三
益
城
軍
団
養
老
七
年
兵
士
歴
名
帳」
と
書
か
れ
た 

木
簡
が
出
土
し
た。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
題
籤
軸
で、
巻
物
の
巻
軸
の
端
に
そ
の
文
書
の
内
容
を
記
し
た
も
の
で
あ
る。 

養
老
七
(

七
二
三
)

年
に
肥
後
国
益
城
軍
団
に
所
属
し
た
全
兵
士
の
名
簿
で、
肥
後
国
か
ら
中
央
の
兵
部
省
に
報
告
さ 

れ、
保
管
さ
れ
て
い
た
も
の
が、
年
が
経
っ
て
廃
棄
さ
れ、
紙
は
反
故
と
し
て
再
利
用
さ
れ、
巻
軸
の
み
が
廃
棄
さ
れ 

た
も
の
で
あ
ろ
う。

軍
防
令
に
は、
兵
士
以
上
に
つ
い
て
は
歴
名
簿
二
通
を
作
り、
ど
こ
に
勤
務
し
て
い
る
か、
貧
富
の
程
度
は
上
中
下 

い
ず
れ
か
を
明
記
し
て、
一
通
は
そ
の
国
に
留
め、
一
通
は
毎
年
朝
集
使
に
付
し
て
兵
部
省
に
送
る

よ
う
に
と
定
め
て 

い
た。
征
討
な
ど
の
場
合
に
は、
国
司
は
こ
の
名
簿
に
よ
っ
て
兵
士
を
動
員
す
る。
天
平
六

(

七
三
四
)

年
八
月
に
作 

成
さ
れ
た
出
雲
国
計
会
帳
に
よ
れ
ば、
同
五
年
十
月
二
十
一
日、

「兵
士
簿
目
録
一
巻

•
兵
士
歴
名
簿
四
巻」
が
朝
集 

使
に
付
し
て
都
に
進
上
さ
れ
て
い
る。
当
時
の
政
府
が
兵
士
一
人
ひ
と
り
の
名
ま
で
把
握
し
て
い
た

こ
と
を
示
す
も
の 

で
あ
る。

こ
の
木
簡
で
は
「肥
後
第
三
益
城
軍
団」
と、
軍
団
に
番
号
を
付
し
て
呼
ん
で
い
る。
個
々
の
軍
団
に
番
号
を
記
し 

た
例
は
他
に
は
な
い。
岩
手
県
胆
沢
城
跡
出
土
の
第
四
三

•
四
四
•

四
五
号
漆
紙
文
書
は
陸
奥
国
柴
田
郡
関
係
の
兵
士
歴 

名
簿
の
断
簡
と
推
定
さ
れ
る
が

(

平
川
南
「胆
沢
城
跡
第
四
五
次
調
査
出
土
漆
紙
文
書」

)、
こ
こ
で
は
「高
椅
郷
廿
五 

戸
主
刑
部
人
長
戸
口」
と
い
う
よ
う
に、
諸
郷
の
各
戸
に
そ
れ
ぞ
れ
番
号
を
付
し
て
い
る。
軍
団
に
番
号
を
付
し、
郷
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内
各
戸
に
「戸
番」
を
付
す
と
い
う、
こ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
軍
団

.

兵
士
関
係
の
史
料
で
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で、 

迅
速
•

的
確
に
兵
士
を
徴
発
す
る
便
宜
と
し
て、
広
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
と
推
測
さ
れ
る。

お
わ
り
に

西
海
道
は
日
本
と
東
ア
ジ
ア
世
界
と
の
接
点
と
し
て、
八
世
紀
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
も
い
く
ど
か
緊
張
し
た
事
態 

に
見
舞
わ
れ
た。
日
本
と
朝
鮮
の
新
羅
と
の
間
に
は
し
ば
し
ば
衝
突
が
お
こ
り、
天
平
宝
字
三

(

七
五
九
)

年
か
ら
同 

六
年
に
か
け
て
は、
安
史
の
乱
に
よ
る
唐
朝
の
混
乱
に
乗
じ
て
新
羅
に
軍
を
送
る
計
画
が
藤
原
仲
麻
呂

(

恵
美
押
勝
) 

に
よ
っ
て
な
さ
れ、
兵
士
や
水
手

•

船
舶
の
大
規
模
な
動
員
が
行
わ
れ
た。
九
世
紀
に
入
る
と
国
家
の
統
制
力
が
衰
え、 

朝
鮮
•

中
国
と
の
間
の
人
や
物
資
の
交
流
が
盛
ん
に
な
る
が、
飢
饉
や
内
乱
に
よ
る
新
羅
国
内
の
動
揺
か
ら、
九
州
沿 

岸
に
は
海
賊
が
し
ば
し
ば
襲
来
し、
沿
岸
の
朁
備
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
た。
寬
平
五

(

八
九
三
)

年
に
は
新
羅
の
海 

賊
が
肥
後
国
飽
田
郡
を
襲
い、
民
家
を
焼
く
事
件
を
起
こ
し
て
い
る。

し
か
し
東
ア
ジ
ア
全
体
の
視
点
か
ら
見
る
と、
唐
を
中
心
と
す
る
東
ア
ジ
ア
の
政
治
的
秩
序
は
九
世
紀
に
入
っ
て
崩 

壊
し、
諸
国
家
は
そ
れ
ぞ
れ
内
部
で
動
揺
を
抱
え、
国
家
間
の
激
し
い
抗
争
は
起
こ
ら
な
く
な
っ
た。
そ
れ
に
対
応
し 

て
日
本
で
も、
八
世
紀
末
に
は
軍
団
兵
士
制
が
辺
要
を
除
い
て
廃
止
さ
れ、
防
人
制
も
九
世
紀
に
入
っ
て
衰
退
し
た。 

鞠
智
城
は
九
世
紀
に
入
っ
て
も
古
代
山
城
と
し
て
の
機
能
を
保
持
し
た
が、
土
塁
や
石
垣
で
防
備
を
固
め
た
朝
鮮
式
山 

城
の
存
在
意
義
は、
し
だ
い
に
失
わ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る。

鞠
智
城
に
関
す
る
九
世
紀
の
史
料
の
多
く
は、
武
器
庫
の
鼓
や
戸
が
ひ
と
り
で
に
鳴
っ
た
り、
火
災
が
起
き
た
り、 

屋
根
に
葺
い
た
草
を
烏
が
喰
い
ち
ぎ
っ
た
り
と
い
う
よ
う
な、
怪
異
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る。
そ
の
こ
と
は
当
時
の
鞠
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智
城
や
そ
の
倉
庫
群
が、
肥
後
国
に
と
っ
て
一
つ
の
象
徴
的
存
在
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る。

八
世
紀
末
以
降、
東
北
地
方
や
関
東
地
方
で
は
い
わ
ゆ
る
正
倉
神
火
事
件
が
頻
発
し、
政
府
は
そ
れ
へ
の
対
応
の
一 

環
と
し
て、
旧
来
の
倉
庫
群
と
は
別
の
地
に
新
た
に
倉
庫
群
を
建
設
す
る
政
策
を
と
っ
た。
東
北
地
方
に
は
三
十
三
間 

堂
官
衙
遺
跡
(

宮
城
県
亘
理
郡

)
•

東
山
官
衙
遺
跡
(

宮
城
県
加
美
郡

)
な
ど、
丘
陵
上
に
郡
庁
院

.
倉
庫
群
を
配
す 

る
平
安
時
代
前
半
の
官
衙
遺
跡
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る。
こ
の
時
期、
肥
後
国
に
お
い
て
は、
軍
事
施
設
と
し
て
の
鞠 

智
城
の
庁
舎
や
倉
庫
群
が、
菊
池
郡
家
の
政
庁
や
正
倉
と
し
て
の
機
能
を
あ
わ
せ
持
つ
よ
ぅ
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
あ 

る
ま
い
か。
文
献
に
鞠
智
城
の
こ
と
を
「菊
池
郡
城
院

J、

そ
の
倉
庫
を
「菊
池
郡
倉」
と
称
し
て
い
る
こ
と
は、
九 

世
紀
の
鞠
智
城
が
こ
の
地
域
の
行
政
の
中
心
と
し
て
の
役
割
を
も
果
た
す
存
在
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ 

ぅ
に
思
わ
れ
る。
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